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13．提出意見⑫

該当する交渉分野

意見

商用関係者の移動

日本経済団体連合会　TPPプロジェクトチーム

(1) 査証や労働許可の発給手続・要件を明確かつ簡素にするとともに、発給期間を

短縮すべきである。 

〔上記を求める理由・根拠となる具体例〕 

1-1 2012 年 2 月 14 日付けの規則変更で、日米相互条約に基づき、米国就労ビザ（L ビザ）

の有効期間が 5 年間発行されることなった。一方、入国時に提示することなった I-129S に

は、3 年間のみの有効期限の記載である。在日大使館では、ビザの更新を伴わない

I-129S の延長手続は受け付けず、米国の移民局にて更新するようにとの指示が出されて

いる。しかしながら、これまで移民局がそのような業務を担っておらず、具体的な方針が明

確にされていない。 

1-2 ビザの発行基準やルールが不明確な国があり、かつ国によって異なるために発行まで

に時間を要し、必要なタイミングで出張や赴任ができず、ビジネスに影響を来たす場合が

ある。予め認証を受けた企業については、全ての出張をノービザとする、AEO のような制

度を人の出入国についても創設されたい。 

 

(2) 企業内転勤などビジネス上の移動（帯同する家族等を含む）について、簡便な手

続を適用することによって自由を確保すべきである。 


